
政
令
第
百
二
十
七
号

防
衛
省
組
織
令
及
び
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
条
第
三
項
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
六
条
第
二
項
、
同
法
第
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
職
の
職

員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
条
第
一
項
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律

第
十
一
条
の
三
第
一
項
、
同
法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
二

項
並
び
に
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
四
条
の
六
並
び
に
別
表
第
二
備

考
㈠
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
防
衛
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

防
衛
省
組
織
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
二
十
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

装
備
品
、
船
舶
及
び
航
空
機
（
そ
の
主
要
な
部
分
に
先
進
技
術
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

に
限
る
。
）
の
研
究
改
善
に
関
す
る
こ
と
。



第
百
二
十
九
条
第
五
号
中
「
教
育
課
」
の
下
に
「
、
装
備
体
系
課
」
を
加
え
る
。

（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
航
空
総
隊
司
令
官
」
の
下
に
「
、
航
空
支
援
集
団
司
令
官
」
を
加
え
る
。

「
航
空
総
隊
司
令
官

第
六
条
の
二
十
第
二
項
の
表
三
の
項
中
「
航
空
総
隊
司
令
官
」
を

に
改
め
る
。

航
空
支
援
集
団
司
令
官
」

第
十
一
条
の
三
第
五
項
第
一
号
中
「
陸
上
自
衛
官
」
を
「
自
衛
官
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
五
項
中
「
三
等
陸
佐
」
の
下
に
「
、
三
等
海
佐
又
は
三
等
空
佐
」
を
加
え
、
「
百
分
の
十
二
・
三
七
五
」
を

「
百
分
の
十
六
、
百
分
の
十
二
・
三
七
五
、
百
分
の
十
一
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
十
五
第
一
項
中
「
八
千
二
百
円
」
を
「
八
千
五
百
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
海
上
幕
僚
監
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑴

極
め
て
高
度
の
専
門
的
な
技
術
を
活
用
し
て
遂
行
す
る
こ
と
が
必



要
と
さ
れ
る
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
業
務
で
重
要
度
及
び
困
難
度

三

が
極
め
て
高
い
も
の
に
従
事
す
る
こ
と
を
本
務
と
す
る
職
員
（
防
衛

自
衛
隊
サ
イ
バ
ー

大
臣
の
定
め
る
者
に
限
る
。
）

防
衛
隊

⑵

極
め
て
高
度
の
専
門
的
な
技
術
を
活
用
し
て
遂
行
す
る
こ
と
が
必

要
と
さ
れ
る
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
業
務
で
重
要
度
及
び
困
難
度

二

が
特
に
高
い
も
の
に
従
事
す
る
こ
と
を
本
務
と
す
る
職
員
（
⑴
に
掲

げ
る
者
を
除
く
も
の
と
し
、
防
衛
大
臣
の
定
め
る
者
に
限
る
。
）

別
表
第
三
航
空
支
援
集
団
司
令
部
の
項
中
「
航
空
支
援
集
団
司
令
官
」
を
削
る
。

別
表
第
五
救
急
救
命
処
置
手
当
の
項
中
「
従
事
す
る
救
急
救
命
士
」
の
下
に
「
又
は
当
該
救
急
救
命
処
置
の
補
助
を
行
う

「
業
務
一
日
に
つ
き
、
次
の
業
務
の
区
分
に
応

業
務
に
従
事
す
る
准
看
護
師
」
を
加
え
、
「
業
務
一
日
に
つ
き
二
千
円
」
を

救
急
救
命
処
置
を
行
う
業
務

二
千
円

救
急
救
命
処
置
の
補
助
を
行
う
業
務

千
円

じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額



に
改
め
、
同
表
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

」

四

職
員
が
同
一
の
日
に
お
い
て
海
上
警
備
等
手
当
を
支
給
さ
れ
る
業
務
（
防
衛
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
及

び
爆
発
物
取
扱
作
業
等
手
当
又
は
異
常
圧
力
内
作
業
等
手
当
を
支
給
さ
れ
る
作
業
（
防
衛
大
臣
の
定
め
る
も
の
を
除

く
。
）
に
従
事
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
業
務
及
び
作
業
に
従
事
し
た
者
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
手
当
の
支
給
額
の

う
ち
最
も
高
い
額
の
手
当
を
支
給
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
防
衛
省
組
織
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

２

防
衛
省
組
織
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
三
年
政
令
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
」
を
削
る
。


